
�愛媛県告示第１４８９号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）

第５条第１項の規定による届出があったので、同条第３項の規定に

基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産

業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振興課商工観光

室並びに伊予市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成２４年１２月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 届出の概要

� 大規模小売店舗の名称及び所在地

（仮称）ドラッグコスモス伊予新川店

伊予市下吾川字南西原１７６０番１ 外

� 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては代表者の氏名

株式会社コスモス薬品

福岡市博多区博多駅東二丁目１０番１号

代表取締役 宇野 正晃

� 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

株式会社コスモス薬品

福岡市博多区博多駅東二丁目１０番１号

代表取締役 宇野 正晃

� 大規模小売店舗の新設をする日

平成２５年７月３１日

� 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

１，４８８．７５平方メートル

� 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

ア 駐車場の収容台数

５８台

イ 駐輪場の収容台数

１８台

ウ 荷さばき施設の面積

４５．５平方メートル

エ 廃棄物等の保管施設の容量

９．０立方メートル

� 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

ア 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉

店時刻

開店時刻 午前１０時 閉店時刻 午後９時４５分

イ 来客が駐車場を利用することができる時間帯

午前９時４５分から午後１０時まで

ウ 駐車場の自動車の出入口の数

２箇所

エ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

午前６時から午後１０時まで

２ 届出年月日

平成２４年１１月３０日

３ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域

の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者

は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出

することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛

媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部

産業振興課商工観光室並びに伊予市役所において告示の日から１

月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表

者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活

環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�������
�愛媛県告示第１４９０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定により、

西条市玉津、下島山、福武及び明神木地域に係る県営土地改良事業

計画を定めたので、同条第５項の規定により、次のとおり当該土地

改良事業計画書の写しを縦覧に供する。

平成２４年１２月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広
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１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（農業用用排水施設整備事業・玉津・下島山

地区）計画書の写し

２ 縦覧期間

平成２４年１２月１７日から平成２５年１月２１日まで

３ 縦覧場所

西条市役所本庁
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�愛媛県告示第１４９１号
愛媛県県営住宅管理条例（昭和３５年愛媛県条例第１５号）第２５条の

３第３項の規定により、公の施設の指定管理者を次のとおり指定し

た。

平成２４年１２月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 公の施設の名称

愛媛県中予地方局管内の県営住宅

２ 指定管理者の住所及び名称

広島市中区大手町五丁目３番１２号

愛媛県営住宅管理グループ

代表者 株式会社第一ビルサービス

構成員 新日本建設株式会社

３ 指定をした年月日

平成２４年１２月１２日

４ 指定の期間

平成２５年４月１日から平成２９年３月３１日まで

�愛媛県告示第１４９２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年１２月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１４９３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年１２月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１４９４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年１２月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 大三島環状線
今治市大三島町宗方７３９５番２地先から

同町宗方７０７９番３まで

旧 ５．２～４１．０ ０．４００

新 １２．０～７９．０ ０．４００

〃 〃
今治市大三島町宗方６８０１番２地先から

同町宗方６８２９番２まで

旧 ５．８～１２．５ ０．１８０

新 １１．０～５０．５ ０．１８０

〃 〃
今治市大三島町宗方６８２９番１地先から

同町宗方６８３７番２まで

旧 ６．０～８．０ ０．１１３

新 ６．０～８．０
２２．５～５０．５

０．１１３
０．０５９

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 美川松山線
松山市水泥町７３６番２から

同町７４２番１０まで
平成２４年１２月１４日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 横浜生名港線
越智郡上島町生名４２０１番７から

同町生名２６６番２まで
平成２４年１２月１４日

愛 媛 県 報平成２４年１２月１４日 第２４２９号

１０９１



公 告

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成２４年１２月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 入札に付する事項

� 件名

愛媛県原子力防災ネットワークシステム（緊急時連絡網装置

等拡大分）の借入れ及び保守点検業務

� 借入物品名及び数量

愛媛県原子力防災ネットワークシステム（緊急時連絡網装置

等拡大分）一式（機器一式、保守一式、搬入、据付、配線、調

整等一式）

� 借入物品の内容等

入札説明書及び仕様書による。

� 借入期間

平成２５年３月１日から平成３０年２月２８日まで

� 借入場所

仕様書による。

� 入札方法

入札金額は、愛媛県原子力防災ネットワークシステム（緊急

時連絡網装置等拡大分）の借入れ及び保守点検業務に係る月額

を記載すること。

また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当

該金額の５パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額

に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるも

のとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税

及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるか

を問わず、見積もった契約金額の１０５分の１００に相当する金額を

入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、平成２３年度、平成２４年度及び平成２５年度の

製造の請負等に係る一般競争入札に参加する資格を有すると認め

られた業者で、次の事項に該当するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� 開札の日において、知事が行う入札参加資格停止の期間中に

ない者であること。

� 平成２３・２４・２５年度競争入札参加資格審査申請書の様式第３

号競争入札に参加を希望する営業種別の詳細の営業種別に「９

その他」営業種目に「２０レンタル・リース」を記載した者であ

ること。

� この公告に示された機器等を借入期間の開始までに確実且つ

適切に貸与できる体制を有するほか、機器の更新作業期間にト

ラブルが発生した際に、熟練した技術者を９０分以内に現場に派

遣し、直ちに正常な状態に回復できる体制を確立できることを、

入札参加資格確認申請書により証明した者であること。

� 保守点検対象となっている上記機器について、保守点検を行

った実績があること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問合せ先

愛媛県県民環境部防災局原子力安全対策課原子力防災グルー

プ

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９４１―２１１１ 内線２３４１

� 入札書の受領期限

平成２５年１月２２日（火）午前１０時

� 入札説明書の交付方法

愛媛県ホームページ（http://www.pref .ehime. jp/）での

ダウンロード又は上記�に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

平成２５年１月２２日（火）午前１０時

愛媛県庁舎第一別館３階災害対策室Ａ

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

ア 入札に際しては、入札者が見積もる契約金額の１００分の５

以上の入札保証金を納付しなければならない。ただし、指定

金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関が振出し

又は支払保証をした小切手をもって入札保証金の納付に代え

ることができる。また、愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規

則第１８号）第１３７条の規定に該当する者については、入札保

証金の納付を免除することがある。

イ 契約に際しては、契約金額の１０分の１以上の契約保証金を

納付しなければならない。ただし、愛媛県会計規則第１５４条

の規定に該当する者については、契約保証金の納付を免除す

ることがある。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望するものは、入札参加資格審

査申請書を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならな

�愛媛県告示第１４９５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局久万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年１２月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 上尾峠久万線
上浮穴郡久万高原町二名甲３６５０番４から

同町二名乙１５２０番４まで
平成２４年１２月１４日

愛 媛 県 報平成２４年１２月１４日 第２４２９号

１０９２



公営企業告示

い。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められた場合

は、これに応じなければならない。

ア 申請書の受付時期

平成２４年１２月１４日（金）から平成２５年１月９日（水）午後

５時００分まで

イ 受付場所

上記３の�に掲げる場所
� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した業務を履行できると知事が判断した入札者

であって、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づいて作成され

た予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行

ったものを落札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the product to be leased：Borrowing

and maintenance business of nuclear disaster prevention

networks（a part for expansions，such as emergency network

equipment etc．），１ set

� Time limit of tender：１０：００ a．m．，２２ January２０１３

� For further information，please contact： Nuclear Power

Sa fe ty D ib i s i on， Pub l i c A f f a i r s and Env i ronment

Department，Ehime Prefectural Government，４―４―２

Ichibancho，Matsuyama，Ehime７９０―８５７０ Japan

TEL０８９―９４１―２１１１ Ext２３４１

�愛媛県公営企業告示第１７号
次のとおり落札者を決定した。

平成２４年１２月１４日

愛媛県公営企業管理者 三 好 大三郎

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

公営企業管理局内ＬＡＮ端末等の賃
貸借 １式

（賃借料月額）

愛媛県公営企業管
理局総務課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

平成２４年１１月２２日
四国通建株式会社
愛媛県今治市南大門町
一丁目１番地の１５

１，２５４，７５０円 一般競争入札 平成２４年１０月２３日

平成２４年１２月１４日 発行

愛 媛 県 報平成２４年１２月１４日 第２４２９号

１０９３


